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防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

参

議

院

外

交

防

衛

委

員

会

、

、

、

、

政
府
は

本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て

憲
法
の
下

国
防
の
基
本
方
針
等
の
防
衛
に
係
る
基
本
政
策
を
堅
持
す
る
と
と
も
に

次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の
運
用
に
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

防
衛
庁
の
省
移
行
に
当
た
っ
て
は
、
自
衛
隊
の
管
理
運
用
の
み
な
ら
ず
、
防
衛
政
策
に
関
す
る
企
画
立
案
機
能
を
も
強
化

し
、
も
っ
て
我
が
国
の
危
機
管
理
態
勢
の
充
実
・
強
化
を
図
り
、
国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
の
実
現
に
取
り
組
む
姿
勢
を
内

外
に
明
確
に
す
る
こ
と
。

二

内
閣
総
理
大
臣
の
自
衛
隊
に
対
す
る
最
高
の
指
揮
監
督
権
の
保
持
等
、
現
行
の
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
基
本
的

な
枠
組
み
を
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
国
民
の
代
表
で
あ
る
国
会
に
よ
る
恒
常
的
な
関
与
を
深
め
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
、
関
係
法
令
の
解
釈
を
含
め
国
会
に
対
す
る
説
明
責
任
を
的
確
に
果
た
す
こ
と
。

三

防
衛
庁
の
省
移
行
に
当
た
っ
て
は
、
防
衛
政
策
の
企
画
立
案
及
び
執
行
に
係
る
防
衛
大
臣
の
補
佐
体
制
を
強
化
し
、
も
っ

て
自
衛
隊
に
対
す
る
防
衛
大
臣
に
よ
る
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。
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四

自
衛
隊
の
国
際
平
和
協
力
活
動
の
本
来
任
務
化
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
が
従
た
る
任
務
で
あ
る
と
の
位
置
付
け
を
踏
ま

え
、
警
戒
監
視
活
動
等
に
い
さ
さ
か
も
欠
け
る
と
こ
ろ
の
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
主
た
る
任
務
で
あ
る
我
が
国
の
国
土

及
び
国
民
の
防
衛
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

五

防
衛
庁
の
省
移
行
、
国
際
平
和
協
力
活
動
等
の
本
来
任
務
化
を
踏
ま
え
、
近
隣
諸
国
を
始
め
と
す
る
諸
外
国
と
の
安
全
保

障
対
話
・
防
衛
交
流
を
通
じ
て
、
相
互
の
信
頼
醸
成
、
防
衛
政
策
及
び
防
衛
力
の
透
明
性
の
向
上
に
更
な
る
努
力
を
傾
注
す

る
こ
と
。

六

自
衛
隊
の
国
際
平
和
協
力
活
動
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
主
体
的
判
断
と
民
主
的
統
制
の
下
に
参
加
す
る
こ
と
を
原
則

と
し
、
今
後
、
自
衛
隊
が
海
外
活
動
を
展
開
す
る
際
に
は
、
そ
の
国
際
的
な
根
拠
、
必
要
性
及
び
自
衛
隊
が
当
該
活
動
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
等
を
明
確
に
し
て
、
国
会
に
お
け
る
関
係
法
律
の
審
議
等
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
お
い
て
、
国
民

に
対
す
る
十
分
な
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。
ま
た
、
従
来
か
ら
本
来
任
務
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
国
の
防
衛
及
び

新
た
に
本
来
任
務
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
国
際
平
和
協
力
活
動
等
の
性
格
、
内
容
及
び
活
動
の
地
理
的
範
囲
に
つ
い
て
個

別
の
関
係
法
令
の
規
定
の
趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
国
際
平
和
協
力
活
動
に
際
し
て
は
、
個
々
の
活
動
の
内

容
や
情
勢
の
変
化
等
に
照
ら
し
て
、
装
備
品
や
人
員
の
配
置
等
に
つ
い
て
適
切
な
整
備
を
行
う
こ
と
。
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七

防
衛
庁
の
省
移
行
、
国
際
平
和
協
力
活
動
等
の
本
来
任
務
化
を
踏
ま
え
、
任
務
の
多
様
化
、
統
合
運
用
の
本
格
化
等
に
対

応
す
る
よ
う
自
衛
隊
員
の
適
切
な
人
事
管
理
に
努
め
る
と
と
も
に
、
勤
務
環
境
の
更
な
る
改
善
を
図
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、

負
担
の
偏
在
、
過
重
な
負
担
の
解
消
を
進
め
る
と
と
も
に
、
自
衛
官
の
自
殺
に
関
し
、
適
切
な
対
応
を
と
る
こ
と
。

八

防
衛
施
設
庁
入
札
談
合
事
案
、
情
報
流
出
事
案
、
薬
物
事
案
等
の
一
連
の
遺
憾
な
る
不
祥
事
に
か
ん
が
み
、
真
に
国
民
の

負
託
に
応
え
る
た
め
、
抜
本
的
体
質
改
善
に
努
め
る
と
と
も
に
、
防
衛
省
に
移
行
し
た
後
も
、
こ
れ
ら
事
案
の
徹
底
的
な
究

明
及
び
対
策
に
全
省
を
挙
げ
て
取
り
組
む
こ
と
。
そ
の
た
め
、
新
た
に
外
部
か
ら
の
人
材
の
登
用
等
、
監
査
・
査
察
等
に
関

す
る
制
度
・
組
織
の
創
設
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
の
厳
格
な
規
律
の
保
持
に
努
め
、
も
っ
て
国
民
の
信
頼
回
復
に
全
力

を
尽
く
す
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


